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労働保険事務組合の 不正事故の防止等について 

標記については、 昭和 5 9 年 1 2 月 28 日付け 発 労役第 8 8 号及び昭和 6 0 年 1 月 1 

8 日付け 労 徴発第 6 号 ( 以下「昭和 6 0 年徴収課長内かん」という。 ) によりその取扱い 

を 定めているところであ り、 「平成 1 5 年度における 労働保険適用徴収業務の 運営に当た 

っての留意事項等について」 ( 平成 1 5 年 3 月 3 1 日付け 基 徴発 第 0331001 号 ) 第 1 の 5 

の (2) においても、 当該通達を踏まえ、 計画的かつ定期的に 全労働保険事務組合を 監督・ 

指導するよ う 指示しているところであ る。 

しかるに、 最近、 労働保険事務組合 ( 以下「事務組合」という。 ) の内部で、 委託事業 

主から交付を 受けた労働保険料を 不正に流用するという 事案が頻発したところであ る。 

かかる事案の 増加は、 適正な労働保険料徴収業務に 大きな悪影響を 及ぼすばかりか、 事 

務組合制度の 信頼性の確保及びその 健全な発展にとっても 極めて遺憾な 事態といわざる 

を得ない。 

ついてほ、 下記に 御 留意の うえ 、 上記通達等の 適正な運用について、 関係職員に対す 

る再度の周知登底を 図るとともに、 不正事案が発生した 場合の迅速かっ 白り 確な対応方、 

よろしくお願いする。 

  
- 一 - - 口 己 

ェ 最近の不正事案の 傾向 

最近発生した 不正事案は、 いずれも事務組合代表者又は 事務組合の会計責任者が 、 

交付を受けた 労働保険料を 私的に流用 ( 横領 ) したものであ るが、 その中には、 労働 

保険料等徴収及び 納付 簿 ( 省令様式第 1 9 号 ) 及び労働保険料領収書 ( 組 様式第 8 号 ) 

等を 改ざんし又はこれらの 二重帳 簿を作成していた 事例や、 労働保険料の 専用口座以 

外に私的口座を 開設し、 労働保険料の 口座振替を行っていたという 事例があ る。 これ 

らの事例では、 帳 簿や専用口座の 検査のみでは 不正の早期発見が 容易ではないもので 

あ る。 

 
 

 
 

 
 



2  高額滞納事務組合の 取扱い 

昭和 6 0 年徴収課長内かん 記の 1 において、 労働保険料等を 3 0 0 万円以上滞納し 

ている事務組合 ( 以下「高額滞納事務組合」という。 ) を重点的に監査・ 指導すること 

とし、 同記の 2 において監査・・ 指導に当たっての 留意事項を示しているが、 これを 遵 

守されたいこと。 

なお、 同記の 2 のうち、 なお書きにおいて、 帳 簿が不備で委託事業主からの 徴収状 

況を把握できない 場合には、 必要に応じて 直接委託事業主に 確認をすることとしてい 

るが、 上記 1 に掲げる最近の 不正事案の傾向にかんがみ、 不正の早期発見を 図るため、 

帳 簿の整備状況確認の 如何にかかわらず、 高額滞納事務組合であ って、 収納率が急激 

に低下している 場合や、 「労働保険料滞納事業場報告書」 ( 組 様式第 9 号 ) を提出しな   
い場 必要があ ると認められる 場合は、 当該事務組合の 監査・指導を 行 う 前に 、 

一定 委託事業主を 抽出して、 電話等により - 又は必要に応じて 出向いて、 その 納 

付状況を確認の うえ 、 監査・指導を 行 う こと。 

3  労働局職員の 連携 
上記 2 に掲げる監査・ 指導を中心として、 昭和 6 0 年徴収課長内かんに 掲げる取扱 

いを実効あ るものとするためには、 事務組合の担当職員と 監査・指導を 行 う 職員が相 

互に連携し、 管轄事務組合の 現状、 滞納状況等の 情報を相互に 交換し、 当該情報の共 

有 化が図られなければならないことに、 特に留意されたいこと。 

4  労働保険料債権 の保全と新たな 債権 発生の防止 

(1)  労働保険料等の 滞納が事務組合の 責めに帰すべき 事由に よ るものであ る場合の当 

該 事務組合に対する 措置は、 昭和 6 0 年徴収課長内かん 記の 3 に記載のとおりであ 

るが、 特に、 滞納した労働保険料債権 の保全について 留意し、 当該事務組合の 債務 

承認 ( 返済計画 ) を徴すること。 

(2)  当該債務承認は、 時効が進行することに 留意し 、 必要の都度、 時効の中断措置を 

講じること。 

(3)  事務組合の認可取消しを 行 う 場合、 行政手続法 ( 平成 5 年法律第 8 8 号 ) 第 3 章 

所定の手続きが 終了するょり 以前に、 当該事務組合がその 事務処理能力を 喪失して 

いる場合や 、 新たな滞納 ( 流用 ) が発生する可能性が 高 い 場合は、 早急な滞納整理 

を行 う とともに、 関係者に理解を 求め、 早急な委託替えの 措置を講じること。 

なお、 事務組合が納付すべき 滞納労働保険料等については、 その認可 取消 後は当 

該事務組合の 母体団体が納付義務を 引き継ぐものと 解 t れるので、 上記 (1) に留意す 

るほか、 認可 取消 後は当該団体を 債務者として 適切に債権 管理を行 う こと。 

5  事務組合に対する 処分等 

事務組合の認可取消しについては、 「労働保険事務組合事務処理手引」第 3 章の 6 及 

び昭和 6 0 年徴収課長内かん 記の 3 の (2) の⑤により取り 扱うが、 不正な行為を 行った 

事務組合であ って、 当該事務組合が 労働保険事務を 継続して行 う ことが適当でないと 

判断される場合は、 これに該当すること。 また、 事務組合関係者が 労働保険料等を 私 

的に流用して 返済しない場合等は、 当該人を委託事業主からの 交付労働保険料等を 横 

領したものとして、 刑事告発を検討すること。 




